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歴史資料等利用要項 

  

                                                令和4年10月1日 

                                                制  定 

  

（目的） 

第１条 この要項は、東京藝術大学美術学部近現代美術史・大学史研究センター内規第15条の

規定に基づき、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「法」という。）第

２条第５項第３号に規定する東京藝術大学美術学部近現代美術史・大学史研究センター（以下

「センター」という｡)が特別な管理を行っている歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用

の資料（以下「歴史資料等」という｡)の利用について、必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（業務） 

第２条 センターは、歴史資料等の利用に関し、次に掲げる業務を行う。 

一 閲覧 

二 複写及び撮影 

三 参考調査 

四 貸出 



五 その他センターが必要と認めたもの 

（歴史資料等の公開） 

第３条 歴史資料等は、一般の利用に供するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、センターは、次に掲げる範囲内で、歴史資料等の一般の公開を

制限することができる。 

一 当該歴史資料等に次に掲げる情報が記録されていると認められる場合において、当該歴史

資料等（当該情報が記録されている部分に限る。）の一般の公開を制限すること。 

イ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

（イ）法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

（ロ）人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められ

る情報 

（ハ）当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定する国

家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第２項に規定する特定独立行政

法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関

する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並

びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する

地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該

情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

ロ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以

下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、

次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必

要であると認められる情報を除く。 

（イ）公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるもの 

（ロ）本学の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又

は個人における通例として公にしないこととされているものその他当該条件を付することが当

該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 



二 当該歴史資料等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法人等から

寄贈又は寄託を受けている場合において、当該期間が経過するまでの間、当該歴史資料等の全

部又は一部の一般の公開を制限すること。 

三 当該歴史資料等の原本を利用させることにより、当該原本の破損若しくはその汚損を生じ

るおそれがある場合又は当該原本が現に使用されている場合（資料室における保存及び公開の

ために必要な措置を行う場合を含む。）において、当該原本の一般の公開の方法又は期間を制

限すること。 

３ 当該歴史資料等に前項第１号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合には、セ

ンターは、別表に掲げる範囲内で、当該歴史資料等（当該情報が記録されている部分に限

る。）の一般の公開を制限することができる。 

（不服の申出） 

第４条 前条各項に掲げる一般の利用の制限に関し、不服がある者は、その旨をセンターに申

し出ることができる。 

２ 前項に規定する不服の申出があった場合は、センターにおいて当該申出に係る対応を検討

し、遅滞なく申出者に回答するものとする。 

（利用者の責任） 

第５条 利用者は、歴史資料等に含まれる情報を利用することによって著作権、プライバシー

等第三者の権利利益を侵害したときは、その一切の責任を負うものとする。 

（開室日） 

第６条 センターは、次に掲げる日を除き、毎日開室する。 

一 日曜日 

二 土曜日 

三 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

四 年末年始（12月28日から翌年１月４日までの日、前号に該当する休日を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、センターが必要と認めたときは、開室日を変更することができ

る。 

（閲覧の日時） 



第７条 歴史資料等の閲覧の日時は、開室日の午前10時30分から午後４時30分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、センターが必要と認めたときは、閲覧の日時を変更することが

できる。 

（閲覧の方法） 

第８条 利用者は、歴史資料等の閲覧を希望するときは、所定の閲覧申込書を提出しなければ

ならない。 

２ 前項の閲覧に際しては、利用者は、備え付けの目録を利用することができる。 

（閲覧の場所） 

第９条 歴史資料等の閲覧は、センター内の所定の場所で行わなければならない。 

（複写及び撮影） 

第１０条 利用者は、歴史資料等の複写又は撮影を希望するときは、所定の複写（撮影）申請

書を提出し、センターの許可を得なければならない。 

（参考調査） 

第１１条 利用者は、次に掲げる参考調査をセンターへ依頼することができる。 

一 歴史資料等の検索 

二 特定の事項に関する調査又は参考文献等の紹介 

三 その他センターが適当と認めたもの 

（貸出） 

第１２条 利用者は、社会教育等の公共的目的の用に供するため、歴史資料等の貸出しを希望

するときは、所定の貸出申請書を提出し、センターの許可を得なければならない。 

２ センターは、前項により貸出しの申請があったときは、その利用に当たり損失防止のため

の配慮が十分であることを確認した上で、貸出しを許可することができる。 

（紛失・汚損等） 



第１３条 利用者は、歴史資料等、機器又は設備等を紛失し、汚損し、又はき損したときは、

速やかにセンターに届けなければならない。 

２ センターは、前項の者に対して弁償を求めることができる。 

（利用の制限） 

第１４条 センターは、利用者がこの内規若しくはこの内規に基づく定めに違反したとき、又

はセンターが特に必要と認めるときは、利用の条件を変更し、又は停止し、若しくは利用の許

可を取り消すことができる。 

（要項の備付け） 

第１５条 センターは、利用者の閲覧に供するため、この要項をセンターに備え付けるものと

する。 

（雑則） 

第１６条 この要項に定めるもののほか、歴史資料等の利用等に関し必要な事項は、センター

が定める。 

  

附 則 

この要項は、令和4年10月1日から施行する。 

 
別表（第３条第３項関係） 

一般の公開を制限する歴史資料等に記録されて

いる情報 

該当する可能性のある情報の類

型の例 
経過年数 

個人の秘密であって、当該情報を公にすること

により、当該個人の権利利益を不当に害するお

それのあるもの 

イ 学歴又は職歴 

ロ 財産又は所得 

ハ 採用、選考又は任免 

ニ 勤務評定又は服務 

30年以上 

50年未満 



個人の重大な秘密であって、当該情報を公にす

ることにより、 当該個人の権利利益を不当に

害するおそれのあるもの 

イ 国籍、人種又は民族 

ロ 家族、親族又は婚姻 

ハ 信仰 

ニ 思想 

ホ 伝染性の疾病、身体の障害 

その他の健康状態 

50年以上 

80年未満 

個人の特に重大な秘密であって、当該情報を公

にすることにより、当該個人及びその遺族の権

利利益を不当に害するおそれのあるもの 

イ 門地 

ロ 遺伝性の疾病、精神の障害 

その他の健康状態 

ハ 犯罪歴又は補導歴 

 80年以上 

(備考) 

１ 該当する可能性のある情報の類型の例とは、この表の左欄にいう「個人の秘密」、「個人

の重大な秘密」又は「個人の特に重大な秘密」にそれぞれ該当する可能性が考えられる一般的

な情報の類型を例示したものであって、歴史資料等に記録されている情報に対するこの表の適

用にあたっては、当該情報の具体的性質、当該情報が記録された当時の状況等を総合的に勘案

して個別に判断するものとする。 

２ 経過年数とは、当該情報が記録されている歴史資料等の作成又は取得した翌年度の４月１

日から起算して経過した年数をいう。 

 


